
議第１１号

高山市清見自然体験施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

高山市清見自然体験施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

るものとする。

令和５年３月１日提出

高山市長 田 中 明

提案理由

清見里人学校を廃止するため改正しようとする。



高山市清見自然体験施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

高山市清見自然体験施設の設置及び管理に関する条例（平成１６年高山市条例第３３号）の一部

を次のように改正する。

改 正 前 改 正 後

（名称及び位置） （名称及び位置）

第２条 体験施設の名称及び位置は、次のとお

りとする。

第２条 体験施設の名称及び位置は、次のとお

りとする。

名称 位置 名称 位置

おっぱら自然体験センターの項・すのまた

ふるさと学校体験学習施設の項 （略）

おっぱら自然体験センターの項・すのまた

ふるさと学校体験学習施設の項 （略）

巣野俣野外研修施設 高山市清見町巣野俣

１２１６番地１

巣野俣野外研修施設 高山市清見町巣野俣

１２１６番地１

清見里人学校 高山市清見町夏９

２６番地１



改 正 前 改 正 後

別表（第３条の５、第３条の６、第７条関係） 別表（第３条の５、第３条の６、第７条関係）

おっぱら自然体験センター使用料等の表～すのまたふるさと学校体験学習施設使用料等の表 （略） おっぱら自然体験センター使用料等の表～すのまたふるさと学校体験学習施設使用料等の表 （略）

巣野俣野外研修施設使用料等 巣野俣野外研修施設使用料等

オートキャンプ場 使用期間 ４月１５日～１１月１５日 オートキャンプ場 使用期間 ４月１５日～１１月１５日

使用時間 初日１３：００～最終日１１：００ 使用時間 初日１３：００～最終日１１：００

オートサイト ４，９２０ 円／区画（５名まで） オートサイト ４，９２０ 円／区画（５名まで）

フリーサイト ３，８７０ 円／区画（５名まで） フリーサイト ３，８７０ 円／区画（５名まで）

６名以上の場合 ５２０ 円／人（５名を超える場合は、超える

人数１名につき５２０円追加）

６名以上の場合 ５２０ 円／人（５名を超える場合は、超える

人数１名につき５２０円追加）

備考

⑴ 使用に際しては、事前に予約を必要とする。

⑵ 冬季（１１月１６日～４月１４日）は、原則施設閉鎖とする。

備考

⑴ 使用に際しては、事前に予約を必要とする。

⑵ 冬季（１１月１６日～４月１４日）は、原則施設閉鎖とする。

清見里人学校使用料等

基本料金 宿泊使用 使用時間 初日１０：００～最終日１５：００

大人（高校生以上） ２，６１０ 円／人

小人（中学生以下） ２，３００ 円／人

幼児（４～６才） １，８８０ 円／人

日帰り使用 使用時間 １０：００～１７：００

１人当たり ５２０ 円／人

設備使用料金 食体験館 使用時間 １０：００～１７：００

１団体 ５２０ 円／４時間

附属設備 浴室 １，０４０ 円／槽・日

厨房・食堂 １００ 円／人・回

追加料金 冬季暖房費 １室当たり １，０４０ 円／室

冬季宿泊経費 １名当たり ２１０ 円／人

寝具貸出 １名当たり ７３０ 円／人

休館日 １２月１日～３月１５日

備考

⑴ 使用に際しては、事前に予約を必要とする。

⑵ 人数は原則として４名以上の団体とする。

⑶ 冬季期間は１０月１日～５月３１日とする。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。


